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研究成果の概要（和文）：　従来、ハプスブルク帝国の崩壊からドイツ第三帝国への編入に至る20世紀前半の歴
史的経験から、オーストリア国民意識の形成については、ドイツからの自立の側面が強調されてきた。本研究で
は、「国民に対する無関心」など、新しい研究動向を考慮に入れながら、オーストリア国民意識を支えるべき地
域社会が必ずしも国民意識の形成に寄与していないことを明らかにした。

研究成果の概要（英文）： From the historical experience in the first half of the 20th century, from 
the collapse of the Habsburg Monarchy to the incorporation into the Third Reich, we have emphasized 
several aspects of independence from Germany on the formation of the Austrian national 
consciousness. In this study, we made clear that the regional societies that should support Austrian
 national consciousness does not necessarily contribute to the formation of Austrian nation, taking 
into consideration new research trends such as "Indifference to nation".
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

1. 研究開始当初の背景 

(1)オーストリア国民の形成に関する従来の

研究は、1938 年のドイツへの併合を否定し、

ドイツと異なるオーストリア国民を形成す

るという第二共和国の正統性を歴史に投影

したものであった。冷戦下の永世中立という

国際環境に加え、安定した連合政治と社会パ

ートナーシップを背景として、オーストリア

国民は 1980 年代半ばまでには国民意識とし

て確立したと言ってよい。 

(2)しかし、1986 年のヴァルトハイム事件と

自由党のハイダー党首の就任によって、オー

ストリア国民なるものがオーストリアの歴

史政策の所産であることが露わとなり、戦後

オーストリアの経歴詐称が問題となるよう

になった。オーストリア側からの併合(内か

らの併合)が問題とされ、土着のファシズム、

ナチズムをはじめオーストリアの加害者と

しての側面、戦後社会国家の形成にあたって

の第三帝国の受益者としての側面などが

次々と明らかにされるようになった。しかし、

その場合にもオーストリア国民そのものの

存在は自明の前提であり、新しい研究動向も

オーストリア史の中に回収される傾向にあ

った。 

 

2. 研究の目的 

(1)そこで、本研究の目的は 20 世紀オースト

リアの境界領域に焦点をあて、オーストリア

国民の形成に直結しない動向に注目し、地域

社会の変動とオーストリア国民形成との矛

盾・軋轢・対抗の側面を明らかにすることを

目的とした。 

(2)特に東部のクロアチア系住民、ハンガリ

ー系住民、南部のスロヴェニア系住民、西部

のイタリア系住民、首都ウィーンの旧ユーゴ

スラヴィア、トルコからの外国人労働者に着

目し、それらの人びとの主体形成とオースト

リア国民形成との関係を解明することによ

って、従来の研究動向とは異なり、オースト

リア国民の「ドイツ性」を主張することにし

た。 

(3)これに加え、こうした研究をオーストリ

アという一事例についてのケーススダディ

にとどめることなく、比較国民国家史、比較

地域社会史という形態で他地域の分析枠組

みに資する理論形成への展望を拓くことが

第三の目的である。 

 

3. 研究の方法 

(1)研究方法の第一は、各地域の問題を言語

や文化といった文化主義的アプローチでは

なく、現実の市場の再編成や労働市場の転換

によって地域観念が変化する側面、地域社会

と国民経済との関係が国民意識を形成・再形

成していく側面に着目した。 

(2)特に本研究が地域社会を対象とすること

から、地域の重層性を社会や生活世界のレベ

ルで解明すべく、地域研究とフィールドワー

クを通じた地域社会の実態の解明にまずは

注力することにした。実地調査を行った地域

は、ブルゲンラント、シュタイアーマルク、

ケルンテン、ティロール、フォアアールベル

ク、ウィーンの諸州である。ウィーンでは 10

区ファヴォリーテンと 16 区オッタクリング

を集中的に調査した。 

(3)実際の研究においては、人の移動の様態

を文献上跡付けるだけでなく、生業や労働市

場の分析を通じて、マクロな動態を把握する

ようつとめた。 

 

4. 研究成果 

 地域ごとに得られた成果をまず記述し、つ

いで理論的な問題について述べることとす

る。 

(1)ブルゲンラントでは、二つの研究成果が

得られた。第一に、1921 年に行われたショプ

ロンの住民投票の分析を通じて、ブルゲンラ

ントの地域概念の形成がショプロンのハン

ガリーへの帰属を通じて、帝制期の西ハンガ



リーという地域概念とは異なるものとして

成立したこと、また、ブルゲンラントの形成

過程がトリアノン条約体制下のハンガリー

国民概念の形成（トリアノン・ハンガリー）

と対抗的に進むものと観念されたことが明

らかとなった。ブルゲンラントでは、民法や

婚姻法の規定において当面、一国二制度が維

持されたものの、第三帝国の下でオーストリ

ア＝ドイツに法体系の面でも一面化されて

いくことによって、ブルゲンラントのオース

トリア＝ドイツ化が進められた。史料的には、

ショプロンで発行されているドイツ語新聞

も電子的に利用できるようになった。第二に、

ブルゲンラント・クロアチア人については主

として生活世界を支える結社の分析から研

究を開始した。ザグレブを中心とするクロア

チア国民概念とユーゴスラヴ（南スラヴ）国

民概念の重層性に加えて、当地ではブルゲン

ラント・クロアチア人という独自のアイデン

ティティが形成され、こうした人びとがウィ

ーンやヴィーナー・ノイシュタットという工

業都市にペンドラー(通勤者)という形態で

移動することを通じて、オーストリア国民概

念と交錯するという複合的な関係性にある

ことが明らかとなった。 

(2)シュタイアーマルク、ケルンテンでは、

第一に、第一次世界大戦後に成立したセルビ

ア・クロアチア・スロヴェニア王国(後のユ

ーゴスラヴィア)との境界領域に居住するス

ロヴェニア系住民の結社とドイツ系住民の

結社(特に南部辺境協会など農業改良運動に

立脚する組織)の対抗関係を通じて、土地や

農業資源を巡る現実の対立関係のあり方を

分析した。第二に、この地域で形成されたヴ

ィンディッシュ理論を通じて、ドイツ人対ス

ロヴェニア人という二項対立の図式では理

解できない問題を明らかにした。ヴィンディ

ッシュ理論は、ドイツ国民主義・ドイツ自由

主義の側から持ち出されたもので、スロヴェ

ニア系住民の中で「ドイツ人と感じ始めた」

人びとで、私的領域でしかスロヴェニア語を

話さず、子どもの世代にスロヴェニア語を伝

えない者たちを Windisch と呼ぶようにな

ったものである。つまり、ドイツ化と文明化

を等置し、ドイツ化しつつある人びとが 

Windisch だとするものであった。ここから、

ヴィンディッシュは標準スロヴェニア語 

(文語) とは異なる、独自の言語だという主

張もあらわれてくる。このような存在とそれ

に対する「名付け」のもつ政治的意味は、国

勢調査など統計にも表現されていくことに

なる。 

(3)ティロールでは、従来から存在するイタ

リアとの「南ティロール」問題を明らかにす

る作業を行った。ここでは、Digitale 

Bibliothek, Digitales Zeitungsarchiv 

Landesbibliothek Dr. Friedrich Tessmann

というデジタルライブラリーが利用可能と

なっている。これによって、南ティロールの

同時代文献や新聞・雑誌史料を利用して外交

史とは異なるアプローチをとることが可能

となった。これに加え、南ティロール問題を

従来とは全く異なる視角から分析するため

に、20 世紀末から 21 世紀にかけて急増して

いるバルカンやアフリカからの労働者の分

析を行った。彼ら・彼女らは、季節労働者と

して南ティロールに来ており、主として観光

業や農業に従事している。他に非熟練の工業

労働者やサービス産業の労働者になってお

り、家事労働や高齢者介護を担う割合も高く、

単身の労働者ではなく、家族を伴っている点

が特徴的である。そのため、出生率も上昇し、

年齢構成も地元住民より低くなっているの

は、労働人口であることから当然と言える。

さらに、労働市場のあり方との関連で、男性

よりも女性が多い。外国籍住民の 12.5％はア

ルバニア人、8％はモロッコ人である。ここ

から、南ティロール問題をオーストリア＝ド

イツとイタリアという二項対立的図式で把

握することはもはやできず、ティロールの郷



党主義が、むしろ反アルバニア人、反モロッ

コ人という性格を帯びる事態となっている。 

(4)フォアアールベルクでは繊維産業の産業

史の分析を通じて、スイスやドイツとの資本

関係、労働市場の形成の解明につとめた。そ

の結果、西部地域におけるスイスとの合邦構

想の背景にはこのような市場の関係があり、

1930 年代のナチズムの浸透もドイツ資本と

の関係に規定される側面が強いことが明ら

かとなった。このような資本や労働市場の関

係は、オーストリアの EU 加盟とともに、再

編の途上にあり、オーストリア国民経済の規

定力をどのようなものと考えるかが検討課

題として残った。 

(5)ウィーンについては、20 世紀前半はボヘ

ミアから移住してきたチェコ系住民がウィ

ーンの外国人のほとんどを占めていた。10 区

ファヴォリーテンと 16 区オッタクリングは

その集住地域であり、特にファヴォリーテン

ではヴィーナーベルク煉瓦工場などチェコ

人労働者が従事する労働集約的工場が立地

していた。また、チェコ系の学校、結社等も

集中し、戦間期の労働者文化運動の中心とも

なった。第二次世界大戦後は、チェコ系住民

が同化するのと入れ替わりに、旧ユーゴスラ

ヴィア、トルコからの外国人労働者(ガスト

アルバイターGastarbeiter)が同じ 10 区、16

区などに集住し、1980 年代までは労働市場の

「最底辺」を構成するとともに、カトリック

国家オーストリアの反イスラム主義・イスラ

ム恐怖症 Islamophobia の対象ともなった。

こうした外国人労働者が世代を重ね、一部は

社会的上昇を遂げて、もはや「最底辺」とは

言えなくなった。この代わりに、ウィーンで

はアフリカ系労働者が増加した。2006 年時点

で、国籍を取得したアフリカ系オーストリア

人の 4分の 3が大学入学資格 (Matura) を有

し、3 分の 1 は大卒である。こうした高学歴

者は、労働市場においては現在のところ非熟

練の仕事に従事している。ここでも労働市場

のセグメント化がアフリカ系住民の生活世

界を規定している。 

(6)こうした地域研究の成果を通じて明らか

となったのは以下の諸点である。第一に、オ

ーストリア国民は「ドイツ国民とは異なる」

という特徴を有していたが、地域社会の少数

派に対しては「ドイツ国民」として立ち現れ、

対峙すること、したがって、第二に、地域社

会の複合的アイデンティティはオーストリ

ア国民＝ドイツ国民の形成に直結すること

はなく、逆にオーストリア国民形成にはしば

しば冷淡であること、第三に、政治的に上か

ら形成されたオーストリア国民を地域社会

から再構成し、下からオーストリア国民を作

り上げようとする試みは、かえって地域社会

の複合的アイデンティティを一元化する作

用を果たすこと、しかし、第四に、こうした

複合的で相互に軋轢を抱えたアイデンティ

ティは、EU 国民というより上位の枠組みによ

って保全されることもあり、同時に外国人労

働者や難民の大量流入が、オーストリア国民

＝ドイツ国民の方向へ舵を切ることによっ

て社会国家における受益者としての地位を

保全しようとする動きを強化することにも

つながること、である。こうして、外部をつ

ねに内部化しつつ、新たな外部を作り出し続

けるというのが、現代国民国家の機能となっ

ているのである。この点は、ポピュリズムを

基軸としてヨーロッパの現代社会を比較分

析する視点につなげることができよう。 

(7)理論的には「国民への無関心」というア

メリカ合衆国の歴史学において形成されつ

つある視角が、本研究にとっても有益である。

同時に新自由主義時代における新たな地域

社会の再編過程や、「国民競争国家」「市場国

家」としての現代国民国家の再編過程が地域

観念や国民意識の形成に及ぼす影響につい

て引き続き検討することが必要であること

が明らかとなっている。 

(8)本研究は連続研究会を開催することによ



ってのべ 18 本の報告を得、2015 年 12 月の現

代史研究会例会においてもセッションを設

けて研究活動を行った。また、研究リソース

については科研メンバー用のブログを作成

して、文書館・図書館・博物館・研究文献・

同時代文献の情報について共有した。 
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